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提案理  

地方税法の改正 伴い 本条例 必要 改正をするため 提案する  
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宮町税条例 一部を改正 条例 

 

宮町税条例 昭和50 宮町条例第15号 一部を次 う 改正  

第21条第 項中 第 項 を 第 項 改  

附則第15項第 号 第11号ま 規定中 第30項 を 第27項 改 同項第12号

中 第38項 を 第34項 改 同項第13号中 第39項 を 第35項 改 同項中

第14号を削 第15号を第14号 第16号を第15号  

附則第16項中 第20項 を 第23項 改  

附則第17項中 当該軽自動車 成31 月 日 和 月31日ま 間 初

回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 を削  

附則第18項中 第 号 次 掲 法第446条第 項第 号 を加え 及び

次項 い を 第23項ま い 改 当該ガソリン軽自動車 成

31 月 日 和 月31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和

度分 軽自動車税 種別割 限 を削  

附則第19項中 当該ガソリン軽自動車 成31 月 日 和 月31日ま

間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 を

削  

附則中第30項を第33項 第21項 第29項ま を 項 つ繰 第20項 次

次 項を加え  

21 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定 輪 軽自動車 自家用 乗用

を除く 対 第28条 規定 適用 つい 当該軽自動車 和

月 日 和 月31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度

分 軽自動車税 種別割 限 当該軽自動車 和 月 日 和 月31

日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割

限 第17項 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同

表 右欄 掲 字句  

22 法附則第30条第 項 規定 適用を 輪 ガソリン軽自動車 営業用 乗

用 限 対 第28条 規定 適用 つい 当該ガソリン軽自動車

和 月 日 和 月31日ま 間 初回車両番号指定を 場合

和 度分 軽自動車税 種別割 限 当該ガソリン軽自動車 和 月 日

和 月31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽

自動車税 種別割 限 第18項 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲

字句 同表 右欄 掲 字句  
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23 法附則第30条第 項 規定 適用を 輪 ガソリン軽自動車 前項 規定

適用を を除 営業用 乗用 限 対 第28条 規定 適

用 つい 当該ガソリン軽自動車 和 月 日 和 月31日ま

間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 当

該ガソリン軽自動車 和 月 日 和 月31日ま 間 初回車両番号

指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 第19項 表 左欄

掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句

 

 

附 則 

施行期日  

 条例 公布 日 施行  

固定資産税 関 経過措置  

 生産性向 特別措置法 成30 法 第25号 施行 日 成30 月 日

和 月31日ま 期間 項 い 適用期間 いう 内 地方税

法等 一部を改正 法 和 法 第 号 第 条 規定 改正前 地方税

法 昭和25 法 第226号 次項 い 旧法 いう 附則第15条第41項 規定

中小 業者等 項 い 中小 業者等 いう 得 同条第41

項 規定 得をいう 項 い 同 を 同条第41項 規定 機

械装置等 項 い 機械装置等 いう 中小 業者等 同条第41

項 規定 リース 引 項 い リース 引 いう 係 契約

機械装置等を引 渡 使用さ 業を行う者 適用期間内 得を 同条第

41項 規定 先端設備等 該当 機械装置等を 適用期間内 リース 引 引

渡 を 場合 当該機械装置等を含 対 課 固定資産税 つい

従前 例  

 地方税法等 一部を改正 法 和 法 第26号 施行 日 和 月

30日 和 月31日ま 期間 項 い 適用期間 いう

内 旧法附則第64条 規定 中小 業者等 項 い 中小 業者等

いう 得 同条 規定 得をいう 項 い 同 を 同条

規定 家屋及び構築物 中小 業者等 同条 規定 リース 引 項

い リース 引 いう 係 契約 家屋及び構築物を引 渡 使用

さ 業を行う者 適用期間内 得を 同条 規定 先端設備等 該当 家

屋及び構築物を 適用期間内 リース 引 引渡 を 場合 当該家屋

及び構築物を含 対 課 固定資産税 つい 従前 例  

軽自動車税 関 経過措置  

 改正 宮町税条例 規定中軽自動車税 種別割 関 部分 和 度
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度分 軽自動車税 種別割 つい 適用 和 度分ま 軽自動車税 種別

割 つい 従前 例  
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議案第 号 二宮町税条例 一部を改正す 条例 新旧対照表  

改正後 改正前 

区分所 係 家屋 補正 方法 申出  区分所 係 家屋 補正 方法 申出  

第21条 施行規則第15条 第 項 規定 補正 方法 申出 区分所 者

表者 毎 31日ま 当該補正 方法を記載し 申出書を町長 提出し 行わ

い  

第21条 施行規則第15条 第 項 規定 補正 方法 申出 区分所 者

表者 毎 31日ま 当該補正 方法を記載し 申出書を町長 提出し 行わ

い  

 略  

 

 略  

 

附 則 附 則 

～14 略  ～14 略  

固定資産税 課税標準 特例  固定資産税 課税標準 特例  

15 法附則第15条第 項等 規定す 条例 定 割合 次 掲 す  15 法附則第15条第 項等 規定す 条例 定 割合 次 掲 す  

( )・( ) 略  ( )・( ) 略  

( ) 法附則第15条第27項第 号イ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号イ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ロ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ロ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ハ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ハ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ニ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ニ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号イ 規定す 条例 定 割合 12分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号イ 規定す 条例 定 割合 12分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ロ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ロ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号イ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第30項第 号イ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

(10) 法附則第15条第27項第 号ロ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

(10) 法附則第15条第30項第 号ロ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

(11) 法附則第15条第27項第 号ハ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

(11) 法附則第15条第30項第 号ハ 規定す 条例 定 割合 分 す

 

(12) 法附則第15条第34項 規定す 条例 定 割合 分 す  (12) 法附則第15条第38項 規定す 条例 定 割合 分 す  

(13) 法附則第15条第35項 規定す 条例 定 割合 分 す  (13) 法附則第15条第39項 規定す 条例 定 割合 分 す  
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改正後 改正前 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (14) 法附則第15条第41項 規定す 条例 定 割合 零 す  

(14) 略  (15) 略  

(15) 略  (16) 略  

種別割 税率 特例  種別割 税率 特例  

16 法附則第30条第 項 規定す 輪 軽自動車 対す 当該軽自動車 最初

法第444条第 項 規定す 車両番号 指定 次項 第23項ま い 初回車

両番号指定 いう を 起算し 14 を経過し 属す 度 後

度分 種別割 係 第28条 規定 適用 つい 当分 間 次 表 左欄

掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句

す  

16 法附則第30条第 項 規定す 輪 軽自動車 対す 当該軽自動車 最初

法第444条第 項 規定す 車両番号 指定 次項 第20項ま い 初回車

両番号指定 いう を 起算し 14 を経過し 属す 度 後

度分 種別割 係 第28条 規定 適用 つい 当分 間 次 表 左欄

掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句

す  

略  
 

略  
 

17 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定す 輪 軽自動車 対す 第28

条 規定 適用 つい 当該軽自動車 和 日 和 31日

ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割

限 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表

右欄 掲 字句 す  

17 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定す 輪 軽自動車 対す 第28

条 規定 適用 つい 当該軽自動車 成31 日 和 31日

ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割

限 当該軽自動車 和 日 和 31日ま 間 初回車両番

号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 次 表 左欄

掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句

す  

略  
 

略  
 

18 法附則第30条第 項第 号及び第 号 掲 法第446条第 項第 号 規定す

ガソリン軽自動車 項 第23項ま い ガソリン軽自動車 い

う うち 輪 対す 第28条 規定 適用 つい 当該ガソリン

軽自動車 和 日 和 31日ま 間 初回車両番号指定を

場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 次 表 左欄 掲 同条

規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句 す  

18 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定す ガソリン軽自動車 項及

び次項 い ガソリン軽自動車 いう うち 輪 対す 第28

条 規定 適用 つい 当該ガソリン軽自動車 成31 日 和

31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税

種別割 限 当該ガソリン軽自動車 和 日 和 31日ま

間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限

次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表

右欄 掲 字句 す  

略  
 

略  
 

19 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定す ガソリン軽自動車 うち 輪 19 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定す ガソリン軽自動車 うち 輪
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改正後 改正前 

前項 規定 適用を を除く 対す 第28条 規定 適用 つ

い 当該ガソリン軽自動車 和 日 和 31日ま 間

初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 次

表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲

字句 す  

前項 規定 適用を を除く 対す 第28条 規定 適用 つ

い 当該ガソリン軽自動車 成31 日 和 31日ま 間

初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 当該

ガソリン軽自動車 和 日 和 31日ま 間 初回車両番号

指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 次 表 左欄 掲

同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句 す

 

略  
 

略  
 

20 略  20 略  

21 法附則第30条第 項第 号及び第 号 規定す 輪 軽自動車 自家用 乗

用 を除く 対す 第28条 規定 適用 つい 当該軽自動車 和

日 和 31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和

度分 軽自動車税 種別割 限 当該軽自動車 和 日 和

31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税

種別割 限 第17項 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句

同表 右欄 掲 字句 す  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

22 法附則第30条第 項 規定 適用を 輪 ガソリン軽自動車 営業用

乗用 限 対す 第28条 規定 適用 つい 当該ガソリン軽自動

車 和 日 和 31日ま 間 初回車両番号指定を 場

合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 当該ガソリン軽自動車 和

日 和 31日ま 間 初回車両番号指定を 場合 和

度分 軽自動車税 種別割 限 第18項 表 左欄 掲 同条 規定中同表

中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句 す  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

23 法附則第30条第 項 規定 適用を 輪 ガソリン軽自動車 前項 規

定 適用を を除 営業用 乗用 限 対す 第28条 規定

適用 つい 当該ガソリン軽自動車 和 日 和 31日

ま 間 初回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割

限 当該ガソリン軽自動車 和 日 和 31日ま 間 初

回車両番号指定を 場合 和 度分 軽自動車税 種別割 限 第19項

表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄

掲 字句 す  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正後 改正前 

環境性能割 非課税  環境性能割 非課税  

24 略  21 略  

環境性能割 賦課徴収 特例  環境性能割 賦課徴収 特例  

25 略  22 略  

環境性能割 課税免除 特例  環境性能割 課税免除 特例  

26 略  23 略  

環境性能割 減免 特例  環境性能割 減免 特例  

27 略  24 略  

環境性能割 申告納付 特例  環境性能割 申告納付 特例  

28 略  25 略  

環境性能割 税率 特例  環境性能割 税率 特例  

29 略  26 略  

30 略  27 略  

31 略  28 略  

環境性能割 係 徴収 扱費 交付  環境性能割 係 徴収 扱費 交付  

32 略  29 略  

33 略  30 略  

 


